
（８） ２００２．７．２１

　

市
と
町
田
商
工
会
議
所
で
は
、
技
能

功
労
者
と
永
年
勤
続
従
業
員
の
表
彰
を

　

月　

日
に
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

１１

１３

行
い
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
技
能
職
者
に
つ
い
て

は
技
能
団
体
な
ど
が
、
永
年
勤
続
従
業

員
に
つ
い
て
は
事
業
所
が
、
８
月　

日
３０

ま
で
に
推
薦
書
（
商
工
観
光
課
＝
森
野

分
庁
舎
２
階
、
及
び
町
田
商
工
会
議
所

に
あ
り
ま
す
）
を
商
工
観
光
課
ま
た
は

町
田
商
工
会
議
所
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。

【
技
能
功
労
者
】

　

主
と
し
て
、
市
内
に
お
い
て
技
能
的

職
業
に
従
事
し
、
市
内
に
引
き
続
き
５

年
以
上
居
住
し
て
お
り
、
経
験
年
数　
２５

年
以
上
、
年
齢
が　

歳（
表
彰
日
現
在
）

５０

以
上
の
方
で
、
優
れ
た
技
能
を
も
ち
、

徳
行
が
著
し
く
、
後
進
の
模
範
と
な
っ

て
い
る
方
。

【
永
年
勤
続
従
業
員
】

　

市
内
の
同
一
の
中
小
企
業
に
勤
務
し
、

ご
　
案
　
内�

推
薦
は
８
月　

日
ま
で
に

３０

ご
参
加
を

ご
参
加
を�

ご
参
加
を�

催
　
　
　
し�

技
能
功
労
者
・
永
年
勤
続
従
業
員

８

月

の

催

し

南
大
谷
子
ど
も
ク
ラ
ブ

勤
続
年
数
が
①　

年
以
上
②　

年
以
上

１０

２０

③
満　

年
（
基
準
日
は
い
ず
れ
も
平
成

３０

　

年
４
月
１
日
）
の
方
。
た
だ
し
、
過

１４去
に
同
一
の
表
彰
を
受
け
た
方
は
除
き

ま
す
。
ま
た
、
同
一
事
業
所
に
あ
っ
て

も
、
他
市
で
の
勤
務
期
間
は
、
勤
続
年

数
か
ら
除
き
ま
す
。

□問
 

商
工
観
光
課
11
７
２
４
・
２
１
２
９
、

町
田
商
工
会
議
所
11
７
２
２
・
５
９
５

７

ひ
な
た
村
利
用
予
約

　

２
月
分
の
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
利
用
者

の
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。
８
月
４
日

（
日
）
午
前
９
時
ま
で
に
使
用
料
金
を

お
つ
り
の
な
い
よ
う
に
お
持
ち
に
な

り
、
ひ
な
た
村
へ
お
集
ま
り
下
さ
い
。

　

な
お
、
１
日
、
２
日
、　

日
は
主
催

２２

事
業
等
の
た
め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
同
ホ
ー
ル
で
は
金
銭
を
徴
収
し
て
の

催
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
】

　
　

月
分
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
利

１０
用
者
の
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。
８
月
４

日
（
日
）
午
前　

時
ま
で
に
ひ
な
た
村

１０

へ
お
集
ま
り
下
さ
い
。

　

消
費
生
活
の
安
定
向
上
を
図
る
た
め
、

東
京
都
が
実
施
す
る
施
策
な
ど
を
定
め

た
東
京
都
消
費
生
活
条
例
が
、
社
会
経

済
状
況
の
変
化
に
対
応
し
、
一
部
改
正

さ
れ
ま
し
た
（
７
月
１
日
施
行
）。

「
町
田
の
マ

チ
コ
」
で
す

消費生活センターから

行
為
の
禁
止
規
定
の
追
加
・
改
正

（
３
）
消
費
者
被
害
救
済
の
た
め
の
セ

ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
の
充
実
・
強
化

（
４
）
悪
質
な
事
業
者
等
の
勧
告
・
公

表
の
た
め
の
諸
手
続
き
の
簡
素
化

（
５
）
消
費
生
活
対
策
審
議
会
へ
の
必

須
諮
問
事
項
の
見
直
し

（
３
）
不
当
な
取
引
条
件
を
強
制
さ
れ

ず
、
不
適
正
な
取
引
行
為
を
行
わ
せ
な

い
権
利

（
４
）
不
当
に
受
け
た
被
害
か
ら
公
正

か
つ
速
や
か
に
救
済
さ
れ
る
権
利

（
５
）
情
報
を
速
や
か
に
提
供
さ
れ
る

権
利

（
６
）
消
費
者
教
育
を
受
け
る
権
利

を
講
じ
る
こ
と
。

（
２
）
消
費
者
・
事
業
者
・
行
政
の

３
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る

消
費
者
問
題
解
決
の
取
り
組
み
を
前

文
に
明
示

　

３
者
は
、自
ら
ま
た
は
連
携
し
て
、

自
由
か
つ
公
正
で
環
境
へ
の
負
荷
の

少
な
い
経
済
社
会
の
発
展
を
促
進
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

◇

　

東
京
都
消
費
生
活
条
例
の
問
い
合

わ
せ
は
、
東
京
都
生
活
文
化
局
消
費

生
活
企
画
調
整
課
（
11　

・
５
３
８

０３

８
・
３
０
５
９
）
へ
。

　

消
費
生
活
に
関
す
る
こ
と
は
、
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２
５
・
８

８
０
５
）
へ
。

○
相
談
専
用　

11
７
２
２
・
０
０
０

１
（
平
日
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
４
時
）

　

会
場
は
い
ず
れ
も
同
ク
ラ
ブ
で
す
。

③
以
外
は
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
対
象　

小
学
生
以
上
の
方

○
日
時　

８
月　

日
（
土
）
午
後
２
時

２４

〜
３
時　

分
３０

○
定
員　
　

人
１５

○
費
用　

１
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

○
申
し
込
み　

７
月　

日
か
ら
電
話
ま

２２

た
は
直
接
同
ク
ラ
ブ
（
11
７
３
９
・
６

７
９
１
）
へ
。

【
④
お
は
な
し
な
ぁ
に
】

　

簡
単
な
お
話
、
紙
芝
居
な
ど
。

○
対
象　

乳
幼
児
と
そ
の
親
、　

歳
ま

１８

で
の
方

○
日
時　

８
月　

日（
土
）、　

日（
火
）

１０

２０

い
ず
れ
も
午
後
４
時　

分
〜
５
時

３０

【
⑤
み
な
み
っ
こ
シ
ア
タ
ー
映
画
会
】

　

内
容
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
対
象　

乳
幼
児
と
そ
の
親
、　

歳
ま

１８

で
の
方

○
日
時　

８
月　

日
（
水
）
午
後
３
時

２８

〜
４
時

町田市中小企業融資制度概要

保　証　人融資期間・返済方法利 率限 度 額種　 　 類
個人・・・１人以上
法人・・・２人以上
（うち１人は代表者
個人の連帯保証を必
要）ただし、緊急資
金の申し込みをする
小規模企業の方で、
現在小規模企業特別
資金を返済中の場合
個人・・・原則不要
法人・・・代表者個人

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

年利
２．２％
（１．５）

１，０００万円

運 転 資 金

７年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

設 備 資 金

年利
２．５％
（１．８）

店舗改造資金

７年以内（１２か
月の据置期間を
含む）割賦返済

公害防止資金

５年以内（６か
月の据置期間を
含む）割賦返済

年利
２．２％
（１．５）

５００万円

緊 急 資 金

個人・・・原則不要
法人・・・代表者個人

小規模企業
特 別 資 金

※現在、この制度を利用している方も、緊急資金の申し込みができます。　
　ただし、緊急資金の返済中に緊急資金の申し込みはできません。
※この制度は、信用保証機関（保証協会または基金協会）の保証が必要です。
　また、信用保証機関の指示により上表の他に保証人を要することもありま
　す。
※保証協会または基金協会の保証料の１／２を融資時に補助します。（　）内
　利率による額を年２回に分け補助します。

ご利用下さい

中小企業
融資制度

今
回
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

（
１
）
社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
対
応

し
た
前
文
の
見
直
し

（
２
）
迷
惑
メ
ー
ル
等
、
不
適
正
取
引

条

例

の

特

色

【
「
消
費
者
の
権
利
」
を
明
示
し
て
い

る
（
第
１
条
）】

〈
消
費
者
の
６
つ
の
権
利
〉

（
１
）
生
命
及
び
健
康
を
侵
さ
れ
な
い

権
利

（
２
）
適
正
な
表
示
を
行
わ
せ
る
権
利

【
「
都
民
の
参
加
と
協
力
」
を
前
提
に

し
て
い
る
（
第
３
条
）
】

（
１
）
都
の
責
務

①
都
民
の
参
加
と
協
力
の
下
に
、
条
例

に
定
め
る
施
策
を
都
は
実
施
す
る
こ
と
。

②
都
は
、
施
策
に
都
民
の
意
見
を
反
映

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置

多
様
化
す
る

多
様
化
す
る�

　
　
消
費
者
被
害
を
救
済

　
　
消
費
者
被
害
を
救
済�

多
様
化
す
る

多
様
化
す
る�

　
　
消
費
者
被
害
を
救
済

　
　
消
費
者
被
害
を
救
済�

多
様
化
す
る�

　
　
消
費
者
被
害
を
救
済�

【
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
】

　

な
お
、　

日
は
主
催
事
業
等
の
た
め

２７

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
の
は
１
日
１
団
体
の
み
で
す
。

※
ひ
な
た
村
は
、
毎
週
火
曜
日
、
祝
日

の
翌
日
が
お
休
み
で
す
。

□問
 

ひ
な
た
村
11
７
２
２
・
５
７
３
６

　

標
記
の
図
書
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

〇
縦
覧
期
間　

７
月　

日
〜
８
月
５
日

２３

〇
縦
覧
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

〇
縦
覧
場
所　

町
田
市
区
画
整
理
事
務

所
（
木
曽
町
）

□問
 

区
画
整
理
課
11
７
９
２
・
３
７
７
１

ご

覧

下

さ

い

小
山
御
獄
堂
沼
土
地
区
画
整
理
組
合
事

業
計
画
の
関
係
図
書

　

市
内
の
中
小
企
業
者
（
市
内
で
１

年
以
上
同
一
の
事
業
を
営
ん
で
い
る

法
人
ま
た
は
個
人
）
の
事
業
資
金
の

調
達
の
た
め
、
市
と
取
扱
金
融
機
関

と
の
提
携
及
び
信
用
保
証
機
関
の
協

力
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

取
り
扱
い
は
次
の
金
融
機
関
の
町

田
市
内
に
あ
る
支
店
で
行
っ
て
い
ま

す
。

○
取
扱
金
融
機
関　

八
千
代
・
横
浜

・
三
井
住
友
・
み
ず
ほ
・
東
京
都
民

・
あ
さ
ひ
・
大
和
・
東
日
本
の
各
銀

行
、
城
南
・
横
浜
の
各
信
用
金
庫
、

町
田
市
農
業
協
同
組
合
（
個
人
の

み
、
融
資
限
度
額
８
０
０
万
円
）

※
金
融
機
関
、
信
用
保
証
機
関
の
審

査
に
よ
り
、
融
資
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

□問
 

商
工
観
光
課
11
７
２
４
・
２
１
２

９

年

金

相

談

を

開

催

し

ま

す

　

年
金
に
関
し
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と

や
困
っ
て
い
る
こ
と
等
あ
る
方
は
、
次

の
日
程
で
年
金
相
談
を
行
い
ま
す
の
で

ぜ
ひ
お
い
で
下
さ
い
。
お
い
で
に
な
る

際
は
、本
人
及
び
配
偶
者
の
年
金
手
帳
、

も
し
く
は
加
入
状
況
の
分
か
る
も
の
と

認
印
を
お
持
ち
下
さ
い
。

　

な
お
、
当
日
は
、
社
会
保
険
事
務
所

の
職
員
も
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、
ご

利
用
下
さ
い
。

□問
 

国
民
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１
２
７

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
①
ビ
ー
ズ
細
工
を
し
よ
う
】

　

カ
ラ
フ
ル
で
す
ず
し
げ
な
ビ
ー
ズ
を

作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
対
象　

小
学
生
以
上
の
方

○
日
時　

８
月
６
日
（
火
）、
７
日

（
水
）、
午
前　

時
〜
正
午

１０

※
時
間
内
な
ら
い
つ
で
も
で
き
ま
す
。

○
費
用　

１
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

【
②
み
ん
な
で
作
ろ
う　

工
作
ば
ん
ば

ん
】

○
対
象　

乳
幼
児
と
そ
の
親
、　

歳
ま

１８

で
の
方

○
日
時　

８
月
７
日（
水
）、　

日（
水
）、

１４

　

日（
水
）、
い
ず
れ
も
午
後
３
時
〜
４

２１時【
③
う
き
う
き
サ
タ
デ
ー
ズ
〜
コ
リ
ン

ト
ゲ
ー
ム
を
作
ろ
う
】

　

わ
く
の
中
に
思
い
思
い
の
コ
ー
ス
を

作
っ
て
絵
も
か
い
ち
ゃ
お
う
。

！

ま
ぶ
た
に
た
ば
こ
の
火
が
当
た

り
、
や
け
ど
を
負
っ
た
事
故
例

も
あ
り
ま
す
。

　

人
に
当
て
な
い
よ
う
に
、
手

の
内
側
に
隠
す
よ
う
に
火
の
つ

い
た
た
ば
こ
を
持
っ
て
い
る
か

ら
大
丈
夫
と
思
っ
て
い
て
も
、

追
い
越
し
た
り
す
れ
違
っ
た
り

し
た
と
き
に
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
や

車
い
す
に
た
ば
こ
の
灰
を
落
と

し
て
い
ま
せ
ん
か
？
吸
い
殻
を

ポ
イ
っ
と
捨
て
て
い
ま
せ
ん
か

？□問
 

環
境
総
務
課
11
７
９
７
・
７

１
１
２

　

電
車
や
バ
ス
を
降
り
て
、
ほ

っ
と
一
服
。
禁
煙
の
オ
フ
ィ
ス

か
ら
出
て
外
の
空
気
を
吸
っ
た

途
端
、
た
ば
こ
に
火
を
つ
け
て

プ
カ
プ
カ
吸
い
な
が
ら
歩
き
出

す
、
そ
ん
な
人
は
街
の
中
に
い

ま
せ
ん
か
。

　

歩
き
た
ば
こ
で
や
け
ど
を
し

た
、
衣
服
を
焦
が
さ
れ
た
と
い

う
体
験
を
さ
れ
た
方
が
た
く
さ

ん
い
ま
す
。
人
ご
み
で
の
歩
き

た
ば
こ
は
大
変
危
険
で
す
。
た

ば
こ
の
火
は
６
０
０
度
以
上
の

高
熱
で
、
や
け
ど
の
危
険
が
い

っ
ぱ
い
で
す
。
３
歳
の
女
児
が

　

木
曽
森
野
セ
ン
タ
ー
は
施
設
改

修
工
事
の
た
め
、　

月
５
日
〜　

１１

１２

月　

日
の
間
全
施
設
の
利
用
が
で

１９
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
休
所
中
の
ホ
ー
ル
・
会

議
室
の
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
 

市
民
活
動
振
興
課
11
７
２
３
・

２
８
９
１

一
時
休
所
し
ま
す

木
曽
森
野
セ
ン
タ
ー

お

詫

び

　

本
紙
７
月　

日
号
２
面
に
掲
載
し

１１

た
「
市
民
バ
ス
ま
ち
っ
こ
」
の
運
行

ル
ー
ト
に
、
「
小
山
小
学
校
」
「
常

盤
」
が
抜
け
て
い
ま
し
た
。
「
青
少

年
セ
ン
タ
ー
入
口
発
町
田
タ
ー
ミ
ナ

ル
行
」
ル
ー
ト
は
、「
片
所
」
〜「
小

山
小
学
校
」（
８：

　

、　

：

　

、

５８

１２

１８

　

：

　

）
〜
「
常
盤
」
（
９：

　

、

１６

２８

０３

　

：

　

、　

：

　

）
〜
「
市
立
室
内

１２

２３

１６

３３

プ
ー
ル
」
、
「
町
田
タ
ー
ミ
ナ
ル
発

青
少
年
セ
ン
タ
ー
入
口
行
」
ル
ー
ト

は
、
「
市
立
室
内
プ
ー
ル
」
〜
「
常

盤
」（　

：

　

、　

：

　

、　

：

１０

５６

１５

０１

１８

　

）
〜
「
小
山
小
学
校
（　

：

　

、

０１

１１

０１

　

：

　

、　

：

　

）
〜
「
片
所
」

１５

０６

１８

０６

に
な
り
ま
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し

ま
す
。

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
２
４
・
２
５
３

８

年金相談日程表

時　間会　場期　日

午前１０時～

午後４時

鶴川市民センター
第１会議室７月２９日（月）

なるせ駅前市民セ
ンター　第１Ｂ会
議室

３０日（火）

市役所１階市民フ
ロア―３１日（水）

歩歩ききたたばばここははややめめままししょょうう
喫煙は人の迷惑にならないところで


